
外国人材の受入れについて
〜育成就労制度の運⽤開始に向けた取組みを中⼼に〜

育成就労制度ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html



平成23年３⽉ 東日本大震災
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在留外国人数（注１）

外国人労働者数（注２）

総人口に占める在留外国人の割合（注３）
令和２年 新型コロナウイルス感染症の流⾏

平成２年６⽉
在留資格の整備

平成20年９⽉ いわゆるリーマン・ショック

平成22年７⽉
在留資格「技能実習」の創設

在留資格「留学」と「就学」の⼀本化

平成29年11月
技能実習法の施⾏

平成31年４⽉
「特定技能」制度の創設

0.80%

48万6,398人

2.46%

平成24年７⽉
新しい在留管理制度の導⼊

令和6年末
376万8,977人

3.04%

230万2,587人

1（注３）総人口は、総務省「人口推計」 （各年10月1日現在の統計）に基づく。

（注１）平成23（2011）年までは法務省入国管理局（当時）「（旧）登録外国人統計」（12月末現在）に、平成24（2012）年以降は出入国在留管理庁「在留外国人統計」（12月末現在）に基づく。

（注２）厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」（各年10月末現在の統計）に基づく（外国人雇用状況の届出制度は、平成19（2007）年10月1日から開始されているため、平成20（2008）年以降の推移を示している。）。

昭和 平成 令和

令和４年末
307万5,213人

令和5年末
341万992人

2.74%

（千人） （%）

204万8,675人
182万2,725人

在留外国⼈数及び外国⼈労働者数の推移



該当例在留資格

外国政府の大使、公使等及びその家族外交

外国政府等の公務に従事する者及びその家族公用

大学教授等教授

作曲家、画家、作家等芸術

外国の宗教団体から派遣される宣教師等宗教

外国の報道機関の記者、カメラマン等報道

ポイント制による高度人材高度専門職

企業等の経営者、管理者等経営・管理

弁護士、公認会計士等法律・会計業務

医師、歯科医師、看護師等医療

政府関係機関や企業等の研究者等研究

高等学校、中学校等の語学教師等教育

機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講

師等

技術・人文知識・

国際業務

外国の事務所からの転勤者企業内転勤

介護福祉士介護

俳優、歌手、プロスポーツ選手等興行

外国料理の調理師、スポーツ指導者等技能

特定産業分野（注１）の各業務従事者特定技能

技能実習生技能実習

（注２）資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。

該当例在留資格

日本文化の研究者等文化活動

観光客、会議参加者等短期滞在

大学、専門学校、日本語学校等の学生留学

研修生研修

就労資格等で在留する外国人の配偶者、子家族滞在

該当例在留資格

外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等特定活動

該当例在留資格

永住許可を受けた者永住者

日本人の配偶者・実子・特別養子日本人の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引

き続き在留している実子
永住者の配偶者等

日系３世、外国人配偶者の連れ子等定住者

就労が認められる在留資格（活動制限あり）

就労が認められない在留資格（注２）

就労の可否は指定される活動によるもの

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

（注１）介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車
整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林
業、木材産業（令和６年３月２９日閣議決定）
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在留外国⼈の構成⽐（在留資格別）の変化

平成２６年（２０１４年）末 令和６年（２０２４年）末

総数　２１２万１，８３１人 総数　３７６万８，９７７人

10年後

約１．８倍

永住者
677,019人

31.9%

特別永住者
358,409人

16.9% 留 学
214,525人

10.1%

技能実習
167,626人

7.9% 

定住者
159,596人

7.5%  

日本人の配偶者等
145,312人 6.9% 

家族滞在
125,992人 5.9% 

⼈⽂知識・国際業務
76,902人 3.6% 

技 術 45,892人 2.2% 

その他 117,184人 5.5%  技 能 33,374人 1.6%  

永住者
918,116人

24.4% 

定住者
223,411人

5.9%  

留学
402,134人

10.7% 
技術・⼈⽂知識・国際業務

418,706人 11.1% 

技能実習
456,595人

12.1% 

特別永住者
274,023人

7.3%  

特定技能
284,466人 7.5% 

家族滞在
305,598人

8.1%  

その他 239,524人 6.4% 
特定活動
95,508人

2.5% 

日本人の配偶者等
150,896人 4.0% 
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94,769
(19.5%) 

112,251
(19.9%) 

123,342
(19.0%）

5,939
(0.9%) 

6,763
(1.0%) 

7,735
(1.1%) 

9,475
(1.2%) 

12,705
(1.4%) 

18,652
(1.7%)

26,270
(2.1%) 

343,791 
(23.5％)

372,894 
(22.5％)

370,346 
(21.5%)

334,603 
(19.4%)

330,910 
(18.2%)

352,581 
(17.2%)

398,167 
(17.3%)

11,026
(1.7%) 

130,116
(19.0%) 134,228

(19.7%) 

136,608
(19.9%) 

145,426
(18.5%) 

168,296
(18.5%) 

211,108
(19.5%) 

257,788
(20.2%) 

308,489 
(21.1％)

383,978 
(23.1％)

402,356 
(23.3%)

351,788 
(20.4%)343,254 

(18.8%)

412,501 
(20.1%)

470,725 
(20.4%)

84,878
(17.5%) 

100,309
(17.8%) 

110,586
(17.0%) 

120,888
(17.6%) 

124,259
(18.2%) 

132,571
(18.5%) 

147,296
(18.7%) 

167,301
(18.4%) 

200,994
(18.5%) 

238,412
(18.6%) 35,615 

(2.4％)

41,075 
(2.5％)

45,565 
(2.6%) 65,928 

(3.8%)
73,363 
(4.0%)

71,676 
(3.5%)

85,686 
(3.7%)

82,931
(17.1%) 

96,897
(17.2%) 108,091

(16.6%) 

109,612
(16.0%) 108,492

(15.9%) 

121,770
(17.0%) 146,701

(18.6%) 

192,347
(21.2%) 239,577

(22.1%) 

297,012
(23.2%) 

276,770
(19.0％) 

329,034 
(19.8％)

359,520 
(20.8%)

394,509 
(22.8%)

479,949 
(26.3%)

595,904 
(29.1%)

718,812 
(31.2%)

223,820
(46.0%) 

253,361
(45.0%) 

296,834
(45.7%) 

319,622
(46.6%) 

308,689
(45.2%) 

318,788
(44.4%) 

338,690
(43.0%) 

367,211
(40.4%) 

413,389
(38.1%) 

459,132
(35.9%) 

495,668
(33.9%) 

531,781
(32.1%) 

546,469 
(31.7%)

580,328 
(33.6%)

595,207 
(32.7%)

615,934 
(30.1%)

629,117 
(27.3%)

230万2,587人

48万6,398人

250

200

150

100

50

0

108万3,769人

外国人労働者数の内訳

■①身分に基づき在留する者
■②就労目的で在留が認められる者
■③特定活動
■④技能実習
■⑤資格外活動

厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」に基づく集計（各年10月末現在の統計）

(万人)

②就労目的で在留が認められる者 約71.9万人（31.2％）
（いわゆる「専門的・技術的分野」）
（「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」等）
一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国

民生活に与える影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

①身分に基づき在留する者 約62.9万人（27.3％）
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬
を受ける活動が可能。

③特定活動 約8.6万人（3.7％）
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、
外国人建設就労者、外国人造船就労者等）
「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内
容により報酬を受ける活動の可否が決定。

④技能実習 約47.1万人（20.4％）
技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目か
ら雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった（同日
以後に資格変更をした技能実習生も同様。）。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約39.8万人（17.3％）
本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、相
当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。
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○ 我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的・
技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進
（第９次雇用対策基本計画（平成11年８⽉13日閣議決定））

○ 我が国の経済社会の活性化に資する専門的・技術的分野の外国人につ
いては、積極的に受け入れていく必要があり、引き続き、在留資格の決
定に係る運⽤の明確化や⼿続負担の軽減により、円滑な受⼊れを図って
いく。（出⼊国在留管理基本計画（平成31年４⽉法務省））

○ 我が国の経済社会と国⺠⽣活に多⼤な影響を及ぼすこと等から、国⺠
のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応
（第９次雇用対策基本計画（平成11年８⽉13日閣議決定））

○ 専門的・技術的分野とは評価されない分野の外国人の受入れについて
は、ニーズの把握や受入れが与える経済的効果の検証、教育、社会保障
等の社会的コスト、労働条件など雇用全体に及ぼす影響、日本人労働者
の確保のための努⼒の状況、受⼊れによる産業構造への影響、受け⼊れ
る場合の適切な仕組み、受⼊れに伴う環境整備、治安など、幅広い観点
からの検討が必須であり、この検討は国⺠的コンセンサスを踏まえつつ
⾏われなければならない。
（出⼊国在留管理基本計画（平成31年４⽉法務省） ）

専門的・技術的
分野の外国人

上記以外の
分野の外国人

積極的に受入れ積極的に受入れ

様々な検討を要する様々な検討を要する

外国人労働者の受入れに関する政府方針
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育成就労

制度⾒直しのイメージ図

現⾏制度 ⾒直し後

５
年

２
年

制
限
な
し

２
年

１
年

５
年

制
限
な
し

（
注
３
）

３
年
（
原
則
）

特定技能２号

技能実習２号

技能実習１号

技能実習３号

特定技能１号

特定技能２号

特定技能１号
・対象となる職種・分野の
不⼀致

・技能実習の職種の細分化
・「帰国」が制度上の原則

（注１）育成就労制度の受⼊れ対象分野は特定産業分野と原則⼀致させるが、
国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外。

（注２）特定技能１号については、「試験ルート」での在留資格取得も可能。

（注３）永住許可につながる場合があるところ、永住許可の要件を一層明確化し、
当該要件を満たさなくなった場合等を永住の在留資格取消事由として追加する。

・転籍の制限
・技能実習生の失踪問題等

・転籍の制限緩和（注４）
・ブローカー対策等も適切に

・対象となる職種 ・ 分野が
原則一致（注１）

・業務を拡大、特定技能１号
水準の人材を育成

・地域に根付き共生できる
制度に

→ ⻑期間産業を⽀える⼈材
を確保。

・キャリアアップの道筋を明確化
・労働者として適切に権利保護
・関係機関の要件等を適正化
→ 魅⼒ある制度で「選ばれる国」へ。

（注４）転籍の制限緩和の内容
○ 「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに、

手続を柔軟化。
○ 以下を要件に、同一業務区分内での本人意向による転籍を認める。

・ 同⼀機関での就労が１〜２年（分野ごとに設定）を超えている
・ 技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の⽇本語能⼒に係る試験への合格
・ 転籍先が、適切と認められる⼀定の要件を満たす

（注２）

（注２）

・キャリアパスが不明瞭
・労働者として権利保護不⼗分
・不適正な送出／受⼊れ／監理事例
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育成就労制度の関係機関のイメージ

主務省庁

送出機関送出機関

育成就労外国人

地⽅出⼊国在留管理局地⽅出⼊国在留管理局

外国人育成就労機構

監理⽀援機関

育成就労実施者（受入れ機関）

・新たに二国間取決め(ＭＯＣ)作成

・長期にわたって産業を支える人材として
育成・雇用（人手不足分野における人材
育成及び人材確保を目的）

送出国政府

・計画認定、実地検査、指導・助言等

ハローワーク

育成就労計画の認定や計画に基づく育成
就労が実施されているかの実地検査など
を行う

・連携

監理支援機関や機構と
連携して転籍を支援

育成就労外国人と育成就労実施者の間の
雇用関係の成立のあっせんや適正な育成
就労が実施されているかどうかの監査な
どを行う
（単独型育成就労においては関与なし）

原則としてＭＯＣを作成した国
からのみ受入れを行う

育成就労を行いたい外国人の
募集や事前研修などを行う

育成就労を行いた
い外国人からの求
職の申込みの取次
ぎを行う
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育成就労制度及び特定技能制度のイメージ

（注１）特定技能１号の試験不合格となった者には再受験のための最⻑１年の在留継続を認める。

（注２）育成就労制度の受⼊れ対象分野は特定技能制度と原則⼀致させるが、特定技能の受⼊れ対象分野でありつつも、国内での
育成になじまない分野については、育成就労の対象外。

高技能レベル

（就労開始までに）
○ ⽇本語能⼒A１
相当以上の試験
（⽇本語能⼒試験
（ＪＬＰＴ）のＮ
５等）合格

or
○ それに相当する
日本語講習の受講

受⼊れの範囲：育成就労産業分野
（注２）

○ 技能検定基礎級等
＋

○ 日本語試験（A１相当以上の水
準から特定技能１号移⾏時に必要
となる⽇本語能⼒の⽔準までの範
囲内で各分野ごとに設定）

⇒これらの試験への合格が
本人意向の転籍の条件

○ 技能検定試験３級や特定技能１号評価試験
＋

○ ⽇本語能⼒Ａ２相当以上の試験(ＪＬＰＴ
のＮ４等)

※ 育成就労を経ずに外国で試験を受験して
特定技能１号で入国することも可。

○ 特定技能２号評価試験
＋

○ ⽇本語能⼒Ｂ１相当
以上の試験（ＪＬＰＴの
Ｎ３等）

育成就労
（３年間）

特定技能１号
（５年間）

特定技能２号
（制限なし）

（注１）
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育成就労制度における⽇本語能⼒向上のための施策

（３年間）

入国前
(入国前講習など)

育 成 就 労

日本語レベル

※ 各段階の⽇本語能⼒の⽔準は分野ごとにより⾼い⽔準を設定可

特定技能

【Ａ２目標講習】
（Ａ２合格を目標とした講習受講）

【Ａ１相当講習】
（Ａ１合格に相当する講習受講）

内容

※ 入国後講習においては、日本語のほかにも本邦での
⽣活⼀般に関する知識等の科⽬について講習を⾏う。

⽇本語能⼒向上のフロー（イメージ）

入国後講習 育成就労実施者において就労

認定日本語教育機関の「就労」課程
（経過措置として登録日本語教員の講習）

A１
（JLPTのN５等）

A２
（JLPTのN４、JFT-Basic等）

１００時間以上
時間

内容

１００時間以上
時間

認定日本語教育機関の「就労」課程
（経過措置として登録日本語教員の講習）

A１相当講習・A２目標講習を提供することは
育成就労実施者の義務（費用の負担が必要）
※ A1・A２相当の試験に事前に合格している者には

受講させる必要はない。

A１相当講習・A２目標講習は、オンラインで
受講することも可能だが、双方向で同時に
コミュニケーションを取れるものであるなど
一定の要件を満たす必要がある。
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送出機関の要件
✓ 送出国政府から育成就労の申込みを適切に監理⽀援機関に取り次ぐことができるものとして送出国政府から推薦を受けている
✓ 外国人の素⾏が善良であることを確認している
✓ 徴収する費用について、算出基準を明確に定めてインターネット等により公表している
✓ 日本で受け取る月給の２か月分を超えた費用を、外国人、その親族等から徴収していない
✓ 送出機関⼜はその役員が、過去５年以内に、育成就労実施者、監理⽀援機関等に対して、社会通念上相当と

認められる程度を超えた⾦銭、物品その他の財産上の利益の供与や供応接待等をしていない 等

外国人が送出機関に支払う費用の上限と送出機関の要件

送出国政府

外国人Ａ

監理⽀援機関

二国間取決め（ＭＯＣ）

受入れ機関

外国人育成就労機構

外国人Ａ

費用
（規制対象）

・あっせん
・出国手続支援
・事前研修 等

送出管理費
・あっせん費用
・入国前講習費

等

外国人送出し

給与

労働

あっせん・監理

監理⽀援費

認定

計画認定・実地検査

送出しに係る費用
を適切に分担

送出機関によるあっせんや事前研修、出国手続支援を受け、日本での育成
就労を開始

外国人の費用負担上限
✓ 外国人が送出機関に支払う全ての費用は月給の２か月分
を超えてはならない

※ 「⽉給」は就労開始時（１年⽬）の所定内賃⾦⽉額とする
（残業代等は含まない）

法務省・厚労省・外務省

送出機関

✓ 計画認定に当たり、申告され
た本人負担額を給与額と照合

✓ 実地検査等で基準違反を把握
した場合、是正等を指導

✓ 悪質な送出機関を把握した場
合、送出国へ通報

※ 2か月分は飽くまで上限であり、外国人本人の負担の軽減の
ための取組が期待される（外国人本人の負担は可能な限りゼロ
に近いことが望ましい。）
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両制度の対象分野イメージ（案）

特定技能制度及び育成就労制度の分野別運⽤⽅針に向けた作業開始について【対象分野】（案）

両制度における外国⼈受⼊れの基本的な考え⽅・受⼊れ対象分野の定義（基本⽅針）
【特定技能制度及び育成就労制度における外国⼈受⼊れの基本的な考え⽅】（基本方針第一の１）
外国⼈の受⼊れにより我が国の健全な労働市場の形成、良好な治安の維持等の安全・安⼼な社会の実現に向けた取組、送出国との良好な関係の維持等
に与える影響を⼗分考慮しつつ、⽣産性向上のための取組や国内⼈材の確保を⾏ってもなお当該分野における⼈⼿不⾜が深刻であり、当該分野の存続・発
展のために外国⼈の受⼊れが必要な分野に限って、必要な範囲で外国⼈の受⼊れを⾏う

【特定産業分野及び育成就労産業分野の定義】（基本方針第二の１（１）、２（１））
○ 特定産業分野：人材を確保することが困難な状況にあるため外国⼈により不⾜する⼈材の確保を図るべき産業上の分野
○ 育成就労産業分野：特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦における３年間の就労を通じて修得させることが相当である分野

※１ 特定産業分野について、政府として、深刻な⼈⼿不⾜の状況にあることを客観的指標（有効求⼈倍率）により確認
※２ 有識者会議や専⾨家会議等の議論の過程で、⼀定の専⾨性・技能を要する業務であることの確認（技能⽔準の設定、試験の作成等）等を⾏うが、当該整理ができない分野は、

継続検討として対象分野等の追加等が令和８年度以降に先送りとなることなどがある
※３ ⾃動⾞運送業分野（業務に従事するに当たり、我が国の法令に基づく普通⾃動⾞運転免許等の取得が前提となっているもの）、航空分野
※４ ⾃動⾞整備分野については、業務区分を「⾃動⾞整備業務区分」と「⾞体整備業務区分（仮称）」の２区分に切り分けることを検討中

飲⾷料品製造業分野については、業務区分を「飲⾷料品製造業」と「⽔産加⼯業」の２区分に切り分け、前者について対象の産業を追加することを検討中
※５ 新たな分野の追加や業務区分等の追加については、業所管省庁の要望を踏まえ検討・精査中

特定産業分野の概要（案）
：既存分野のうち新たな業務区分等の追加を検討中である分野

：既存分野
：新たに追加を検討中である分野（※５）

ビルクリーニング分野

⾃動⾞整備分野（※４）
航空分野

宿泊分野

農業分野 漁業分野
飲⾷料品製造業分野（※４）

外食業分野

造船・舶用工業分野

介護分野 建設分野

林業分野

鉄道分野

⾃動⾞運送業分野

木材産業分野

工業製品製造業分野

資源循環分野物流倉庫分野リネンサプライ分野

※３

特定産業分野：１９分野（Ｐ）（※１・２）

育成就労産業分野：１７分野（Ｐ）（※１・２）
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